
青々会 会則 
 

第１章 総   則 

（名 称） 

第 １条 本会は、亜細亜学園 同窓会 青々会と称する。 

（事務局） 

第 ２条 本会は、本部事務局を東京都武蔵野市境五丁目２４－１０ 

亜細亜学園内に置く。事務局に関する規程は別に定める。 

（目 的） 

第 ３条 本会は、会員相互の親睦と発展をはかり、母校の隆盛と広く国家社 

会の発展に寄与することを目的とする。 

第 ４条 本会は、亜細亜学園寄附行為の規程に基づき学校法人亜細亜学園評 

議員候補を推薦する。 

（事 業） 

第 ５条 本会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）会員名簿及び会報発行 

（２）講演会、研修会など各種会合の開催 

（３）各種出版物の刊行 

（４）会員相互の福祉、援助及び連絡 

（５）亜細亜学園在学生に対する支援、援助 

（６）その他本会の目的にそう事業 

 

第２章 会   員 

（会 員） 

第 ６条 本会は、次の会員をもって構成する。 



（１） 正 会 員 学校法人亜細亜学園設立の大学及びその前身校の卒業生

並びに現専任教職員 

（２）名誉会員 本会の発展に特に功労のある者で幹事会で認めた者 

（３）賛助会員 本会発展のために援助協力したもので幹事会において認 

めた者 

第 ７条 中途退学者が正会員になることを希望する場合は、正会員１名の推 

薦により幹事会においてこれを審議決定することができる。 

 

第３章 役   員 

 

第 ８条 本会に次の役員を置く。 

(１) 会  長         １名 

(２) 副 会 長        若干名 

(３) 幹 事 長                 １名 

(４) 副幹事長        若干名 

(５) 常任幹事        若干名 

(６) 学内幹事(現専任教職員)  ４名 

(７) 幹   事        ４０名以内 

(８) 協 議 員        相当数 

(９) 会計監査         ２名 

２ 前項のほか、名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。 

第 ９条 会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、学内幹事は、その在

任期間中、幹事及び協議員の地位に、幹事はその在任期間中、協議員

の地位につき、前８条の定数の制限を受けない。 

（役員の選出） 



第１０条 本会の役員は、次の方法で選出する。 

(１) 本会の役員（協議員を除く）は、別に定める役員選出規程に則り、

協議員会において選出する。 

(２) 協議員は、別に定める協議員選出規程に則り総会にて選出する。 

(３) 名誉会長、相談役及び顧問は、幹事会の決議を経て会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第１１条 本会役員の任期は３ヶ年とする。但し、重任を妨げない。又、補欠 

により役員に選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、 

任期満了といえども、後任者決定まではその職務を行うものとする。 

第１２条 本会役員の職務を次のように定める。 

（１）会長は、本会を代表し会務を統理する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

（３）幹事長は、会務を掌理する。 

（４）副幹事長、幹事は、幹事長を補佐する。 

（５）会計監査は、本会の事業及び財政状況を監査する。 

（６）常任幹事のうち、１名をもって出納責任者とする。 

 

第４章 会   議 

（会議の種類） 

第１３条 本会に次の会議を置く。 

（１）総  会 

（２）協議員会 

（３）幹 事 会 

第１４条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

第１５条 定時総会は、３年ごとに開催する。臨時総会は、会長及び幹事会に 



おいて必要と認めたときに開催する。 

第１６条 総会は、幹事会の議を経て会長がこれを招集する。招集は総会期日 

の２週間前迄にその目的及び日時、場所などを会員に周知させる方法 

により行う。 

第１７条 総会開催の広告は、青々会報にて行う。 

第１８条 総会においては、議長、副議長をその都度定められた方法により選 

任し、本会の目的のため必要と認められた事項を審議する。 

第１９条 協議員会は、毎年１回以上、会長が幹事会の議を経てこれを招集す 

る。 

協議員２０名以上又は会員１００名以上が連署をもって目的事項を 

提示し協議員会の招集を請求したときは、幹事会は遅滞なくこれを招 

集しなければならない。この場合の招集は、協議員会期日の２週間前 

迄に行う。 

第２０条 協議員会においては、議長、副議長をその都度定められた方法によ 

り選任し本会の重要事項を審議決定する。協議員の４分の１以上の出 

席がなければ決議することができない。協議員会の審議は、特別に定 

めある場合を除き出席協議員の過半数でこれを決し、可否同数のとき 

は議長の決するところによる。 

第２１条 協議員は書面により出席協議員に委嘱しその権限を行使することが 

できる。 

（幹事会） 

第２２条 幹事会は、必要に応じて会長の招集によりこれを開催し、幹事長が 

議長となる。 

 幹事会は、本会の運営上必要な企画案等の事項を協議し、常務をつ 

かさどる。 



第２３条 幹事会は組織委員会、企画委員会、広報出版委員会、財務委員会、 

国際交流委員会、その他必要に応じ特別委員会を置くことができる。 

各委員会の委員長は、幹事会の議を経て会長が任命する。各委員会に 

関する規程は別に定める。 

 

第５章 資金及び会計 

（会計年度） 

第２４条 本会の会計年度は毎年１０月１日に始まり翌年９月３０日に終わる。 

（資 金） 

第２５条 本会運営の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てあてる。 

（会費の納入） 

第２６条 本会の会費は、終身会費として２０，０００円を徴収する。会費に 

関する規程は別に定める。 

（会 計） 

第２７条 収支予算書案及び収支決算報告は協議員会の承認を必要とする。 

 

第６章   支 部 組 織 

（地方組織） 

第２８条 本会は、原則として各都道府県に地方支部を、各地方に連合会を設 

ける。 

第２９条 各支部、連合会の規則は、幹事会の承認を必要とする。 

第３０条 幹事会によって承認された支部の支部長は協議員に、地方連合会の 

会長は幹事の地位につく。ただし第８条に定める役員の定数には含め 

ない。 

（支部設置） 

第３１条 本会は、必要に応じ地方組織以外に支部を設けることができる。 



    支部の設置基準は別に定める。 

 

第７章 そ の 他 

 

第３２条 会員については、本会の名誉を毀損した者或いは会員の資格なしと 

認められた者は、協議員会の議決によりこれを除名することができる。 

２ 支部長或いは地方連合会長については、本会の会則、諸規約に反す 

る行為並びに役員としての相応しくない行為等があった場合は、幹事 

会の議決によりその地位を解任することができる。 

（会則の改正） 

第３３条 本会則の改廃は、協議員会において行う。 

２ 本会則の改廃は、出席協議員の３分の２以上の決議を必要とする。 

 

第８章 附   則 

 

本会則は、昭和２５年１１月３日から実施する。 昭和２５年１１月 ３日実施 

    昭和３７年１１月 ３日改正 

昭和４０年１１月 ３日改正 

    昭和４４年 ２月 ８日改正 

昭和４８年 ５月１３日改正 

    昭和５２年１１月 ３日改正 

昭和５６年１１月 ３日改正 

    昭和６０年１１月 ３日改正 

平成 元年 ５月２８日改正 

平成 ５年１１月 ３日改正 

平成 ６年１１月 ３日改正 

平成 ８年１１月 ３日改正 

平成１２年１１月 ３日改正 

平成１５年１１月 ３日改正 

平成２１年１１月 ３日改正 

平成２４年 ６月２４日改正 


